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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段に対するタッチ操作を検出する検出手段と、
　タッチ操作とは異なる、前記表示手段とは異なる操作部材に対する特定の操作が行われ
たことに応じて、前記表示手段に対するタッチ操作の受付を制限するタッチ制限モードを
設定する設定手段と、
　前記タッチ制限モードが設定されていない状態において、前記表示手段に第１の画面が
表示されている場合に前記表示手段に対するタッチ操作が行われたことに応じて機器の設
定を変更し、前記表示手段に前記第１の画面と異なる第２の画面が表示されている場合に
前記表示手段に対するタッチ操作が行われたことに応じて特定の機能を実行し、
　前記タッチ制限モードが設定された状態では、前記表示手段に前記第１の画面が表示さ
れている場合は前記表示手段に対するタッチ操作が行われたことに応じて機器の設定を変
更し、前記表示手段に前記第２の画面が表示されている場合は前記表示手段に対するタッ
チ操作に応じた前記特定の機能の実行をしないように制御する制御手段と、
を有することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記特定の操作は、前記操作部材に対するスイッチを移動する操作または押し操作であ
ることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記表示手段に対するタッチ操作により前記第２の画面から前記第１の画面に切り替え
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る手段をさらに有し、前記特定の機能は、前記第２の画面から前記第１の画面に切り替え
る機能であることを特徴とする請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記特定の機能に関わらず、前記タッチ制限モードが設定されていな
い状態での前記第２の画面における前記表示手段に対するタッチ操作で実行可能な機能は
、前記タッチ制限モードが設定された状態では前記表示手段に対するタッチ操作に応じて
は実行しないように制御することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の電
子機器。
【請求項５】
　前記第１の画面で無操作の時間が所定時間経過したことに応じて、前記第１の画面から
前記第２の画面に自動的に切り替わることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に
記載の電子機器。
【請求項６】
　前記電子機器の起動時は前記第２の画面が表示されることを特徴とする請求項１乃至５
のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記電子機器が撮像装置である場合、前記機器の設定は、撮影動作や撮影条件に関する
設定項目、記録画質や撮影枚数に関する設定項目の少なくともいずれかを含み、
　前記特定の機能は、露出変更、ＩＳＯ感度変更、ライブビュー画像の拡大、タッチシャ
ッター機能の設定、およびＡＦエリアの変更のうち少なくともいずれかを含むことを特徴
とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記電子機器が撮像装置である場合、前記第２の画面は、撮影待機時の画面であること
を特徴とする請求項７に記載の電子機器。
【請求項９】
　前記電子機器が撮像装置である場合、前記第２の画面以外の画面を表示した状態でのシ
ャッターボタンの操作に応じて前記第２の画面に切り替えることを特徴とする請求項７ま
たは８に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記タッチ制限モードとは異なる、前記表示手段に対するタッチ操作を有効または無効
に設定する第２の設定手段をさらに有することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１
項に記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記タッチ制限モードが設定された状態で、前記第２の画面が表示さ
れている場合は、前記表示手段に対するタッチ操作が検出されてもオートパワーオフ機能
を延長しないように制御することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の
電子機器。
【請求項１２】
　前記表示手段は、電子機器の外形内に折り畳まれた状態の閉位置と電子機器の外形の外
側に位置する開位置との間で位置が可変であり、前記表示手段の位置を検出する第２の検
出手段を有し、
　前記制御手段は、前記タッチ制限モードが設定された状態で、前記第２の画面が表示さ
れている場合に、前記表示手段の位置が閉位置にあることが検出された場合には、前記表
示手段に対するタッチ操作を無効にし、
　前記第２の画面が表示されている場合でも、前記表示手段の位置が開位置にあることが
検出された場合には、前記表示手段に対するタッチ操作を有効にすることを特徴とする請
求項１乃至１１のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項１３】
　前記電子機器を吊るすためのストラップを取り付け可能なストラップ取り付け部をさら
に有することを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の電子機器。
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【請求項１４】
　前記制御手段は、前記タッチ制限モードが設定された状態で、前記第２の画面が表示さ
れている場合の前記表示手段に対するタッチ操作に応じて、タッチが制限されている状態
であることを示す表示を行うように制御することを特徴とする請求項１乃至１３のいずれ
か１項に記載の電子機器。
【請求項１５】
　前記制御手段は、前記タッチ制限モードが設定された状態で、前記第２の画面が表示さ
れており、かつオートパワーオフ機能が実行されるまでの残り時間が所定時間以内である
場合にタッチ操作が行われたことに応じて、オートパワーオフを実行するまでの時間を所
定期間延長し、当該延長が行われた後に前記表示手段に対するタッチ操作が行われても更
なる延長は行わないように制御することを特徴とする請求項１３に記載の電子機器。
【請求項１６】
　前記表示手段に対するタッチ操作は前記表示手段の表示面に対するタッチ操作であるこ
とを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項１７】
　前記制御手段は、前記タッチ制限モードが設定されており、前記表示手段に前記第２の
画面が表示されている場合に、前記表示手段に対するタッチ操作に応じては前記第１の画
面を表示させず、特定の押しボタンが押下されたことに応じて前記表示手段に前記第１の
画面を表示するように制御することを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１項に記載
の電子機器。
【請求項１８】
　表示手段に対するタッチ操作を検出する検出手段と、
　タッチ操作とは異なる、前記表示手段とは異なる操作部材に対する特定の操作が行われ
たことに応じて、前記表示手段に対するタッチ操作の受付を制限するタッチ制限モードを
設定する設定手段と、
を有する電子機器の制御方法であって、
　前記タッチ制限モードが設定されていない状態において、前記表示手段に第１の画面が
表示されている場合に前記表示手段に対するタッチ操作が行われたことに応じて機器の設
定を変更し、前記表示手段に前記第１の画面と異なる第２の画面が表示されている場合に
前記表示手段に対するタッチ操作が行われたことに応じて特定の機能を実行し、
　前記タッチ制限モードが設定された状態では、前記表示手段に前記第１の画面が表示さ
れている場合は前記表示手段に対するタッチ操作が行われたことに応じて機器の設定を変
更し、前記表示手段に前記第２の画面が表示されている場合は前記表示手段に対するタッ
チ操作に応じた前記特定の機能の実行をしないように制御する制御工程を有することを特
徴とする電子機器の制御方法。
【請求項１９】
　コンピュータを、請求項１乃至１７のいずれか１項に記載された電子機器の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
【請求項２０】
　コンピュータを、請求項１乃至１７のいずれか１項に記載された電子機器の各手段とし
て機能させるためのプログラムを格納したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器及びその制御方法に関し、特にタッチパネルに対するタッチ操作の
有効・無効を切り替える技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電子機器として、タッチ操作に関する１つの設定で、電子機器の全てのタッチ操
作の有効・無効を切り替えることができるものが存在する（特許文献１）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１９６３６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１では、１つの設定で、電子機器の全てのタッチ操作の有
効・無効を切り替えるため、例えば、撮影待機時の画面のように、不用意に画面に触れて
意図しない動作が実行されるのを防止したい場合にはタッチ操作を無効にし、設定画面の
ように、タッチ操作を積極的に使いたい場合にはタッチ操作を有効するような使い方では
、その都度メニュー画面等から設定変更を行う必要があり、素早く簡単にタッチ操作の有
効・無効を切り替えられると便利である。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、表示画面に応じてタッチ操作の有効
・無効の切り替えを素早く簡単に行うことができる技術を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の電子機器は、表示手段に対するタ
ッチ操作を検出する検出手段と、タッチ操作とは異なる、前記表示手段とは異なる操作部
材に対する特定の操作が行われたことに応じて、前記表示手段に対するタッチ操作の受付
を制限するタッチ制限モードを設定する設定手段と、前記タッチ制限モードが設定されて
いない状態において、前記表示手段に第１の画面が表示されている場合に前記表示手段に
対するタッチ操作が行われたことに応じて機器の設定を変更し、前記表示手段に前記第１
の画面と異なる第２の画面が表示されている場合に前記表示手段に対するタッチ操作が行
われたことに応じて特定の機能を実行し、前記タッチ制限モードが設定された状態では、
前記表示手段に前記第１の画面が表示されている場合は前記表示手段に対するタッチ操作
が行われたことに応じて機器の設定を変更し、前記表示手段に前記第２の画面が表示され
ている場合は前記表示手段に対するタッチ操作に応じた前記特定の機能の実行をしないよ
うに制御する制御手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、表示画面に応じてタッチ操作の有効・無効の切り替えを素早く簡単に
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態の電子機器の外観図。
【図２】本実施形態の電子機器の内部構成を示すブロック図。
【図３】本実施形態の第１の画面、第２の画面における処理を例示するフローチャート。
【図４】本実施形態の第１の画面、第２の画面を例示する図。
【図５】本実施形態の電子機器の表示部の位置の変化を説明する図。
【図６】本実施形態のタッチ制御モードにおける表示部の位置に応じたタッチ制限処理を
例示するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明の電子機器を、タッチパネルが設けられたバリアングルモニタを備える
デジタルカメラなどの撮像装置に適用した実施の形態について、添付図面を参照して詳細
に説明する。
【００１０】
　＜装置構成＞まず、図１及び図２を参照して、本実施形態のデジタルカメラの外観構成
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及び内部構成について説明する。
【００１１】
　本実施形態のデジタルカメラ１００の外観を示す図１において、表示部１０１は画像や
各種情報を表示する液晶表示パネル（ＬＣＤ）等からなる。表示部１０１は、表示部１０
１の表示面へのタッチ操作を検出するタッチパネル１０４ｂと一体的に構成されている。
シャッターボタン１０２は撮影指示や撮影準備指示を行うための操作部である。モード切
替ボタン１０３は各種モードを切り替えるための操作部である。コネクタ１０７は外部機
器と接続するための接続ケーブル１０８とデジタルカメラ１００とを接続するインターフ
ェースである。操作部１０４はユーザからの各種操作を受け付ける各種スイッチ、ボタン
、タッチパネル１０４ｂ等の操作部材からなる操作部である。コントローラホイール１０
６は操作部１０４に含まれる回転可能な電子ダイヤルである。電源スイッチ１０５は電源
のオン、オフを切り替える操作部である。
【００１２】
　タッチ制限スイッチ１０４ａは操作部１０４に含まれる、タッチ制限機能をオンまたは
オフに設定可能な操作部材である。タッチ制限スイッチ１０４ａをＬｏｃｋ側に移動した
場合はタッチ制限機能（タッチ制限モード）がオンに設定され、Ｌｏｃｋ側とは反対側に
移動した場合はタッチ制限機能（タッチ制限モード）がオフに設定される。なお、タッチ
制限スイッチ１０４ａは、本実施形態のようなスライド式以外に、押しボタン式等であっ
ても良い。
【００１３】
　ストラップ取付部１１２Ｌ、１１２Ｒにはストラップが取り付けられる。ユーザは、ス
トラップを取り付けることでデジタルカメラ１００を吊るして首からぶら下げることが可
能となる。デジタルカメラ１００を首からぶら下げた場合、操作していない状態（手で保
持していない状態）では、デジタルカメラ１００の背面部がユーザの腹部に接触または接
近することが多くなる。そのため、ユーザの腹部が接触または接近したことをタッチパネ
ル１０４ｂでタッチ操作として検出してしまい、誤動作が起こることがある。本実施形態
は、例えばこのようなタッチ操作による誤動作を、タッチ制限機能によって低減する。
【００１４】
　記録媒体１０９はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体スロッ
ト１１０は記録媒体１０９を格納するためのスロットである。記録媒体スロット１１０に
格納された記録媒体１０９は、デジタルカメラ１００との通信が可能となり、画像ファイ
ルの書き込みや読み出しが可能となる。蓋１１１は記録媒体スロット１１０の蓋である。
図１では、蓋１１１を開けてスロット１１０から記録媒体１０９を取り出してその一部を
露出させた状態を示している。
【００１５】
　本実施形態のデジタルカメラ１００の内部構成を示す図２において、撮影レンズ２０３
はズームレンズ、フォーカスレンズを含むレンズ群である。シャッター２０４は絞り機能
を備える。撮像部２０５は被写体の光学像を電気信号に変換するＣＣＤやＣＭＯＳ等で構
成される撮像素子である。Ａ／Ｄ変換器２０６は、アナログ信号をデジタル信号に変換す
る。Ａ／Ｄ変換器２０６は、撮像部２０５から出力されるアナログ信号をデジタル信号に
変換するために用いられる。バリア２０２は、デジタルカメラ１００の、撮影レンズ２０
３を含む撮像系を覆うことにより、撮影レンズ２０３、シャッター２０４、撮像部２０５
を含む撮像系の汚れや破損を防止する。なお、撮影レンズ２０３はデジタルカメラ１００
に固定されているものであっても取り外し可能なものであってもよい。
【００１６】
　画像処理部２０７は、Ａ／Ｄ変換器２０６からのデータ、または、メモリ制御部２０９
からのデータに対し所定の画素補間、縮小といったリサイズ処理や色変換処理を行う。ま
た、画像処理部２０７では、撮像した画像データを用いて所定の演算処理が行われ、得ら
れた演算結果に基づいてシステム制御部２０１が露光制御、測距制御を行う。これにより
、ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出
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）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理が行われる。画像処理部２０７ではさらに、撮
像した画像データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ方
式のＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理も行っている。
【００１７】
　Ａ／Ｄ変換器２０６からの出力データは、画像処理部２０７及びメモリ制御部２０９を
介して、或いは、メモリ制御部２０９を介してメモリ２１０に直接書き込まれる。メモリ
２１０は、撮像部２０５によって得られ、Ａ／Ｄ変換器２０６によりデジタルデータに変
換された画像データや、表示部１０１に表示するための画像データを格納する。メモリ２
１０は、所定枚数の静止画や所定時間の動画および音声を格納するのに十分な記憶容量を
備えている。
【００１８】
　また、メモリ２１０は画像表示用のメモリ（ビデオメモリ）を兼ねている。Ｄ／Ａ変換
器２０８は、メモリ２１０に格納されている画像表示用のデータをアナログ信号に変換し
て表示部１０１に供給する。こうして、メモリ２１０に書き込まれた表示用の画像データ
はＤ／Ａ変換器２０８を介して表示部１０１により表示される。表示部１０１は、ＬＣＤ
等の表示器上に、Ｄ／Ａ変換器２０８からのアナログ信号に応じた表示を行う。Ａ／Ｄ変
換器２０６によって一旦Ａ／Ｄ変換され、メモリ２１０に蓄積されたデジタル信号をＤ／
Ａ変換器２０８においてアナログ変換し、表示部１０１に逐次転送して表示することで、
電子ビューファインダ（ＥＶＦ）として機能し、ライブビューによるスルー画像の表示を
行える。
【００１９】
　表示部１０１は、デジタルカメラ１００にヒンジ部１０１ａを介して少なくとも光軸と
直交する２軸まわりに回転可能に接続された位置が可変なバリアングルモニタである。バ
リアングルモニタは、ユーザが自由にデジタルカメラ１００に対して表示面の方向や角度
を変更したり、回転させることができる。なお、表示部１０１は、上述のバリアングル式
に限らず、ヒンジ部を回転軸として上下方向（光軸と直交する水平軸まわり）に回転可能
かつ表示面を鉛直方向に対してチルト可能なチルト式であってもよい。
【００２０】
　バリアングル検出部２１９は、表示部１０１の表示面の方向や角度、あるいはこれらの
変化を検出可能である。システム制御部２０１は、バリアングル検出部２１９の検出結果
に基づいて、表示部１０１の表示面が、図５に示す「反転閉位置」、「開位置」および「
反転開位置」のいずれに位置するかを判別することができる。
【００２１】
　不揮発性メモリ２１３は、電気的に消去・記憶可能なメモリであり、例えばＥＥＰＲＯ
Ｍ等が用いられる。不揮発性メモリ２１３には、システム制御部２０１の動作用の定数、
プログラム等が記憶される。ここでいう、プログラムとは、本実施形態にて後述する各種
フローチャートを実行するためのプログラムのことである。
【００２２】
　システム制御部２０１は、デジタルカメラ１００全体を制御する。前述した不揮発性メ
モリ２１３に記憶されたプログラムを実行することで、後述する本実施形態の各処理を実
現する。２１２はシステムメモリであり、ＲＡＭが用いられる。システムメモリ２１２に
は、システム制御部２０１の動作用の定数、変数、不揮発性メモリ２１３から読み込んだ
プログラム等を展開する。また、システム制御部２０１はメモリ２１０、Ｄ／Ａ変換器２
０８、表示部１０１等を制御することにより表示制御も行う。
【００２３】
　システムタイマー２１１は各種制御に用いる時間や、内蔵された時計の時間を計測する
計時部である。
【００２４】
　モード切替ボタン１０３、第１シャッタースイッチ１０２ａ、第２シャッタースイッチ
１０２ｂ、操作部１０４はシステム制御部２０１に各種の動作指示を入力するための操作
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手段である。
【００２５】
　モード切替ボタン１０３は、システム制御部２０１の動作モードを静止画撮影モード、
動画記録モード、再生モードなどのいずれかに切り替える。静止画撮影モードに含まれる
モードとして、オートモード、オートシーン判別モード、マニュアルモード、シーン別撮
影モード、プログラムＡＥモード、カスタムモードなどがある。モード切替ボタン１０３
で、静止画撮影モードに含まれるこれらのモードのいずれかに直接切り替えられる。ある
いは、モード切替ボタン１０３で静止画撮影モードに一旦切り替えた後に、静止画撮影モ
ードに含まれるこれらのモードのいずれかに、他の操作部材を用いて切り替えるようにし
てもよい。同様に、動画記録モードにも複数のモードが含まれていてもよい。
【００２６】
　第１シャッタースイッチ１０２ａは、デジタルカメラ１００に設けられたシャッターボ
タン１０２の操作途中、いわゆる半押し（撮影準備指示）でオンとなり第１シャッタース
イッチ信号ＳＷ１を発生する。第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１により、ＡＦ処理、Ａ
Ｅ処理、ＡＷＢ処理、ＥＦ処理等の動作を開始する。
【００２７】
　第２シャッタースイッチ１０２ｂは、シャッターボタン１０２の操作完了、いわゆる全
押し（撮影指示）でオンとなり、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２を発生する。システ
ム制御部２０１は、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２により、撮像部２０５からの信号
読み出しから記録媒体１０９に画像データを書き込むまでの一連の撮影処理の動作を開始
する。
【００２８】
　操作部１０４の各操作部材は、表示部１０１に表示される種々の機能アイコンを選択操
作することなどにより、シーンごとに適宜機能が割り当てられ、各種機能ボタンとして作
用する。機能ボタンとしては、例えば終了ボタン、戻るボタン、画像送りボタン、ジャン
プボタン、絞込みボタン、属性変更ボタン、メニューボタンなどがある。例えば、メニュ
ーボタンが押されると各種の設定可能なメニュー画面が表示部１０１に表示される。ユー
ザは、表示部１０１に表示されたメニュー画面と、上下左右の４方向ボタンやＳＥＴボタ
ンとを用いて直感的に各種設定を行うことができる。
【００２９】
　なお、操作部１０４の１つとして、表示部１０１に対する接触を検知可能なタッチパネ
ル１０４ｂを有する。タッチパネル１０４ｂと表示部１０１とは一体的に構成することが
できる。例えば、タッチパネル１０４ｂを光の透過率が表示部１０１の表示を妨げないよ
うに構成し、表示部１０１の表示面の上層に取り付ける。そして、タッチパネル１０４ｂ
における入力座標と、表示部１０１上の表示座標とを対応付ける。これにより、あたかも
ユーザが表示部１０１上に表示された画面を直接的に操作可能であるかのようなＧＵＩを
構成することができる。システム制御部２０１はタッチパネル１０４ｂへの以下の操作、
あるいは状態を検出できる。
【００３０】
　・タッチパネル１０４ｂにタッチしていなかった指やペンが新たにタッチパネル１０４
ｂにタッチしたこと。すなわち、タッチの開始（以下、タッチダウン（Ｔｏｕｃｈ－Ｄｏ
ｗｎ）と称する）。
【００３１】
　・タッチパネル１０４ｂを指やペンでタッチしている状態であること（以下、タッチオ
ン（Ｔｏｕｃｈ－Ｏｎ）と称する）。
【００３２】
　・タッチパネル１０４ｂを指やペンでタッチしたまま移動していること（以下、タッチ
ムーブ（Ｔｏｕｃｈ－Ｍｏｖｅ）と称する）。
【００３３】
　・タッチパネル１０４ｂへタッチしていた指やペンを離したこと。すなわち、タッチの
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終了（以下、タッチアップ（Ｔｏｕｃｈ－Ｕｐ）と称する）。
【００３４】
　・タッチパネル１０４ｂに何もタッチしていない状態（以下、タッチオフ（Ｔｏｕｃｈ
－Ｏｆｆ）と称する）。
【００３５】
　タッチダウンが検出されると、同時にタッチオンであることも検出される。タッチダウ
ンの後、タッチアップが検出されない限りは、通常はタッチオンが検出され続ける。タッ
チムーブが検出されるのもタッチオンが検出されている状態である。タッチオンが検出さ
れていても、タッチ位置が移動していなければタッチムーブは検出されない。タッチして
いた全ての指やペンがタッチアップしたことが検出された後は、タッチオフとなる。
【００３６】
　これらの操作・状態や、タッチパネル上に指やペンがタッチしている位置座標は内部バ
スを通じてシステム制御部２０１に通知され、システム制御部２０１は通知された情報に
基づいてタッチパネル上にどのような操作が行なわれたかを判定する。タッチムーブにつ
いてはタッチパネル上で移動する指やペンの移動方向についても、位置座標の変化に基づ
いて、タッチパネル上の垂直成分・水平成分毎に判定できる。またタッチパネル上をタッ
チダウンから一定のタッチムーブを経てタッチアップをしたとき、ストロークを描いたこ
ととする。素早くストロークを描く操作をフリックと呼ぶ。フリックは、タッチパネル上
に指をタッチしたままある程度の距離だけ素早く動かして、そのまま離すといった操作で
あり、言い換えればタッチパネル上を指ではじくように素早くなぞる操作である。所定距
離以上を、所定速度以上でタッチムーブしたことが検出され、そのままタッチアップが検
出されるとフリックが行なわれたと判定できる。また、所定距離以上を、所定速度未満で
タッチムーブしたことが検出された場合はドラッグが行なわれたと判定するものとする。
タッチパネルは、抵抗膜方式や静電容量方式、表面弾性波方式、赤外線方式、電磁誘導方
式、画像認識方式、光センサ方式等、様々な方式のタッチパネルのうちいずれの方式のも
のを用いても良い。方式によって、タッチパネルに対する接触があったことでタッチがあ
ったと検出する方式や、タッチパネルに対する指やペンの接近があったことでタッチがあ
ったと検出する方式ものがあるが、いずれの方式でもよい。なお、ユーザの腹部が接触ま
たは接近したことをタッチパネル１０４ｂでタッチ操作として検出してしまい、誤動作が
起こることを低減する本実施形態のタッチ制限機能は、タッチパネルへの接近でもタッチ
操作が検出される方式においてより効果を発揮する。例えば、静電容量方式、赤外線方式
、光センサ方式のタッチパネルを採用した場合に本実施形態を適用するとより効果的であ
る。
【００３７】
　コントローラホイール１０６は、操作部１０４に含まれる回転操作可能な操作部材であ
り、方向ボタンと共に選択項目を指示する際などに使用される。
【００３８】
　電源制御部２１４は、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切り
替えるスイッチ回路等により構成され、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量の検出
を行う。また、電源制御部２１４は、その検出結果及びシステム制御部２０１の指示に基
づいてＤＣ－ＤＣコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体１０９を含む
各部へ供給する。
【００３９】
　電源部２１５は、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ
電池、リチウムイオン電池等の二次電池、ＡＣアダプタ等からなる。記録媒体Ｉ／Ｆ２１
６は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体１０９とのインターフェースである。
記録媒体１０９は、撮影された画像を記録するためのメモリカード等の記録媒体であり、
半導体メモリや磁気ディスク等から構成される。
【００４０】
　通信部２１７は、無線アンテナや有線ケーブルによって外部機器と通信可能に接続し、
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映像や音声の送受信を行う。通信部２１７は無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）やインターネットにも接続可能である。通信部２１７は撮像部２０５で撮像さ
れた画像データ（スルー画像を含む）や、記録媒体１０９に記録されている画像ファイル
を外部機器に送信でき、また、外部機器から画像データやその他の各種情報を受信できる
。外部機器としては、パーソナルコンピュータやプリンタ、他のデジタルカメラや携帯電
話の一種であるスマートフォン、各種サービス提供サーバなどが想定される。
【００４１】
　姿勢検知部２１８は、重力方向に対するデジタルカメラ１００の姿勢を検知する。姿勢
検知部２１８で検知された姿勢に応じて、撮像部２０５で撮像された画像がデジタルカメ
ラ１００を横に構えて撮影されたものか、縦に構えて撮影されたものかを判別可能である
。システム制御部２０１は、姿勢検知部２１８で検知された姿勢に関する情報を撮像部２
０５で撮像された画像データに付加したり、画像データを回転して記憶することが可能で
ある。姿勢検知部としては、加速度センサやジャイロセンサ等を用いることができる。
【００４２】
　なお、ハードウェアの構成は図２に示すものに限定されず、例えば１つのハードウェア
が表示制御、通信制御、撮影制御、画像処理制御等を行い、デジタルカメラ１００の各手
段として機能してもよい。また、複数のハードウェアが協働して１つの手段として機能し
てもよい。
【００４３】
　＜タッチ制御モード＞次に、図３を参照して、本実施形態のタッチ制御モードにおいて
、第１の画面または第２の画面の表示中にタッチ制限機能をオンした場合の動作について
説明する。
【００４４】
　なお、図３の処理は、デジタルカメラ１００の電源スイッチ１０５がオンされると開始
され、不揮発性メモリ２１３に格納されたプログラムをシステムメモリ２１２に展開して
システム制御部２０１が実行することにより実現される。
【００４５】
　本実施形態のタッチ制御モードでは、タッチ制限スイッチ１０４ａがＬｏｃｋ側にセッ
トされてタッチ制限機能がオンされると、撮影待機中はタッチパネル１０４ｂへのタッチ
操作だけを無効にし、それ以外の操作部材に対する操作は有効にする。反対に、撮影待機
中以外ではタッチパネル１０４ｂへのタッチ操作を有効にする。これにより、本実施形態
のデジタルカメラ１００は、ライブビュー中の画面に対するタッチ操作は無効になるが、
それ以外の画面に対してはタッチ制限機能がオンであってもタッチ操作が可能となる。
【００４６】
　図４は、本実施形態のタッチ制御モードにおいて表示部１０１に表示される第１の画面
４００の表示例（ａ）および第２の画面４２０の表示例（ｂ）をそれぞれ示している。本
実施形態のデジタルカメラ１００に表示される全ての画面は第１の画面４００または第２
の画面４２０に区分できる。
【００４７】
　第１の画面４００は、デジタルカメラ１００の各種機能の設定を主目的とした設定画面
であり、タッチ操作により選択可能な各種機能の設定項目４０１～４１０と、選択された
項目の選択肢が表示されている。本実施形態のデジタルカメラ１００では、第１の画面４
００には、各種機能の設定項目として、ＡＦ方式の設定項目４０１、ＡＦ動作の設定項目
４０２、撮影枚数の設定項目４０３、測光モードの設定項目４０４、記録画質の設定項目
４０５、撮影待機画面（図４（ｂ）の第２の画面４２０）に切り替えるためのリターンボ
タン４０６、ホワイトバランスの設定項目その他の設定項目４０７～４１０が表示され、
いずれかの項目がタッチ操作により選択されると、当該項目の選択肢が表示される。図４
（ａ）では、ＡＦ方式の設定項目の選択肢４０１ａ～４０１ｃが表示されている。そして
、ユーザは第１の画面４００に表示されている撮影動作や撮影条件に関する設定項目や記
録画質や撮影枚数に関する設定項目の少なくともいずれかをタッチ操作により選択し、選
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択肢のいずれかをタッチすることで所望の機能の設定を変更することができる。
【００４８】
　第２の画面４２０は、デジタルカメラ１００の各種機能の設定以外を主目的とした画面
であり、各種機能の設定項目は表示されない。本実施形態のデジタルカメラ１００では、
第２の画面４２０は、デジタルカメラ１００の撮影待機時の画面となる。第２の画面４２
０には、第１の画面４００で設定された各種機能の設定状態がライブビュー画像４２１に
重畳して表示されると共に、撮影用の機能ボタン４２３～４２７が表示される。機能ボタ
ン４２３は、設定画面（図４（ａ）の第１の画面４００）に切り替えるクイック設定ボタ
ンである。機能ボタン４２４は、露出を変更するためのタッチボタンである。機能ボタン
４２５は、ＩＳＯ感度を変更するためのタッチボタンである。機能ボタン４２６は、ライ
ブビュー画像４２１よりも倍率の高い拡大したライブビュー画像を表示するための拡大ボ
タンである。機能ボタン４２７は、画面をタッチして撮影するタッチシャッター機能をオ
ン、オフするタッチボタンである。タッチシャッター機能がオンの状態で、画面４２０に
おける機能ボタン４２３～４２７以外の位置をタッチした場合、タッチした位置でピント
合わせが行われ、自動的に撮影処理が行われる。また、タッチシャッター機能がオフの状
態では、画面４２０における機能ボタン４２３～４２７以外の位置をタッチした場合、タ
ッチした位置にＡＦエリアが変更される。
【００４９】
　なお、デジタルカメラ１００の起動時に最初に表示される画面は第２の画面である。タ
ッチ制限機能がオンの場合は、第２の画面に対するタッチ操作は受け付けない。
【００５０】
　ユーザは第２の画面４２０に表示されている機能ボタンをタッチすることで画面の切り
替え、露出変更、ＩＳＯ感度変更、ライブビュー画像の拡大、タッチシャッター機能の設
定、およびＡＦエリアの変更のうち少なくともいずれかの操作を実行することができる。
【００５１】
　なお、デジタルカメラ１００の起動時に最初に表示される画面は第２の画面である。
【００５２】
　図３において、Ｓ３００では、システム制御部２０１は、表示部１０１に第２の画面を
表示する。
【００５３】
　Ｓ３０１では、システム制御部２０１は、操作部１０４に含まれるタッチ制限スイッチ
１０４ａによりタッチ制限機能の設定変更が指示されたか否かを判定する。本実施形態は
、タッチ制限スイッチ１０４ａが操作されたか否かの判定である。指示された（操作され
た）場合はＳ３０２に進み、指示されない場合は処理を終了する。なお、電源投入直後は
例外的に、タッチ制限機能の設定変更がなされたか否かに関わらず、現在のタッチ制限ス
イッチ１０４ａの位置に応じたタッチ操作の有効／無効を設定するため、Ｓ３０２に進む
ものとする。
【００５４】
　Ｓ３０２では、システム制御部２０１は、タッチ制限機能がオンに設定されたか否かを
判定し、オンに設定された場合はＳ３０３に進み、オンでない場合はＳ３０６に進む。本
実施形態では、タッチ制限スイッチ１０４ａがＬｏｃｋ側に移動された場合はオンに設定
されたと判定し、Ｌｏｃｋ側とは反対側に移動された場合はオフに設定されたと判定する
。なお、タッチ制限スイッチを押しボタン式にした場合は、システムメモリ２１２または
不揮発性メモリ２１３に、タッチ制限機能がオンであるかオフであるかの設定を記憶して
おく。そして、記憶している設定がオンであった場合にタッチ制限スイッチ１０４ａが押
下された場合はオフに変更し、オフであった場合にタッチ制限スイッチ１０４ａが押下さ
れた場合はオンに変更する。
【００５５】
　Ｓ３０３では、システム制御部２０１は、表示部１０１に第２の画面を表示しているか
否かを判定し、表示している場合はＳ３０４に進み、表示していない場合（例えば第１の
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画面を表示している場合）はＳ３１２に進む。
【００５６】
　Ｓ３０４では、システム制御部２０１は、タッチパネル設定がオンか否かを判定し、オ
ンである場合はＳ３０５に進み、オンでない場合は処理を終了する。なお、タッチパネル
設定とは、デジタルカメラ１００に対するタッチ操作の全てを有効または無効に設定する
機能である。タッチパネル設定がオンの場合はタッチ操作が有効（第２の画面でタッチ制
限スイッチ１０４ａがＬｏｃｋ側となっている場合を除く）となり、オフの場合は無効と
なる。無効の場合は、タッチパネル１０４ｂに対するタッチ操作に応じた機能は実行され
ない。タッチパネル設定は、表示部１０１に表示されたメニュー画面と、上下左右の４方
向ボタンやＳＥＴボタンなどを用いてユーザが設定を行うことができ、不揮発性メモリ２
１３に設定が記憶される。
【００５７】
　Ｓ３０５では、システム制御部２０１は、タッチ制限機能がオンなのでタッチパネル設
定がオンであってもタッチ操作を無効に変更する。タッチ操作が無効に変更されると、シ
ステムメモリ２１２または不揮発性メモリ２１３に、タッチ操作を無効とした旨の設定情
報を保持する。これによりタッチ操作の受付が禁止され、タッチパネルに触れてもタッチ
操作に応じた動作を実行せず、節電を目的としたオートパワーオフ機能の延長もされない
。また、タッチ操作を無効に変更すると、システム制御部２０１は、第２の画面に表示し
ていた機能ボタン４２３～４２７の表示形態をタッチ操作有効だった場合から変更し、タ
ッチ操作を受け付けないことを示す表示形態とする。これにより、ユーザは、タッチ操作
が無効となったことを識別可能である。さらに、タッチ制限機能がオンとなったことによ
ってタッチ操作が無効となっていることを示すアイコンやメッセージを表示しても良い。
【００５８】
　Ｓ３０６では、システム制御部２０１は、表示部１０１に第２の画面を表示しているか
否かを判定し、表示している場合はＳ３０７に進み、表示していない場合はＳ３１２に進
む。
【００５９】
　Ｓ３０７では、システム制御部２０１は、タッチパネル設定がオンか否かを判定し、オ
ンである場合はＳ３０８に進み、オンでない場合はＳ３１２に進む。
【００６０】
　Ｓ３０８では、システム制御部２０１は、タッチ制限機能がオフかつタッチパネル設定
がオンなのでタッチ操作を有効に変更する。すなわち、システムメモリ２１２または不揮
発性メモリ２１３に、タッチ操作を有効とした旨の設定情報を保持する。また、第２の画
面に表示していた機能ボタン４２３～４２７の表示形態をタッチ操作無効だった場合から
変更し、タッチ操作を受け付けることを示す表示形態とする。これにより、ユーザは、タ
ッチ操作が有効となったことを識別可能である。さらに、タッチ制限機能がオンとなった
ことによってタッチ操作が無効となっていることを示すアイコンやメッセージを表示して
いた場合は、これらを非表示とする。
【００６１】
　Ｓ３１２では、システム制御部２０１は、第２の画面（撮影待機画面）への画面切り替
え指示があったか否かを判定する。第２の画面への切り替え指示があった場合は、画面を
第２の画面に切り替え、Ｓ３１３に進み、そうでない場合にはＳ３１６に進む。もともと
第２の画面が表示されていた場合は、Ｓ３１２はＮＯと判定される。第１の画面を表示し
た状態で次のイベントのいずれかがあった場合は、第１の画面（設定画面）から第２の画
面（撮影待機画面）への画面切り替え指示があったと判定する。操作部１０４に含まれる
メニューボタンの押下（キャンセルボタンの押下）、リターンボタン４０６に選択枠をあ
てた状態での操作部１０４に含まれるセットボタンの押下、リターンボタン４０６からの
タッチアップ。シャッターボタン１０２に対する半押し操作（第１シャッタースイッチ１
０２ａのＯＮ）。無操作の状態（第１の画面を表示した状態で最後に操作部１０４への操
作があってからの時間）での所定時間経過。なお、タッチパネル１０４ｂに対する操作も
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操作とみなされ、タッチパネル１０４ｂに対するタッチ操作があった場合は無操作の状態
として計時する時間をリセットして再スタートする。シャッターボタン１０２に対する半
押し操作によっても第２の画面に遷移するため、撮影を行ったあとは基本的には第２の画
面となる。また、設定画面での設定を終えた場合も基本的に第２の画面となる。
【００６２】
　Ｓ３１３では、システム制御部２０１は、タッチ制限機能がオンに設定されている否か
（タッチ制限スイッチ１０４ａがＬｏｃｋ側に位置しているか否か）を判定し、オンの場
合はＳ３１４に進み、オンでない場合はＳ３１６に進む。
【００６３】
　Ｓ３１４では、システム制御部２０１は、タッチパネル設定がオンに設定されているか
否かを判定し、オンの場合はＳ３１５に進み、オンでない場合はＳ３１６に進む。タッチ
パネル設定は、Ｓ３０４で説明したものと同様である。
【００６４】
　Ｓ３１５では、システム制御部２０１は、タッチ操作を無効に変更する。これはＳ３０
５で説明した処理と同様であり、システムメモリ２１２または不揮発性メモリ２１３に、
タッチ操作を無効とした旨の設定情報を保持する。すなわち、第２の画面に切り替えられ
たことに応じて、タッチ制限機能がオンならばタッチパネル設定がオンであってもタッチ
操作を無効に変更する。また、システム制御部２０１は、第２の画面における機能ボタン
４２３～４２７を、タッチ操作を受け付けないことを示す表示形態で表示する。これによ
り、ユーザは、タッチ操作が無効であることを識別可能である。さらに、タッチ制限機能
がオンとなっていることによってタッチ操作が無効となっていることを示すアイコンやメ
ッセージを表示しても良い。
【００６５】
　Ｓ３１６では、システム制御部２０１は、第２の画面（撮影待機画面）から第１の画面
（設定画面）への画面切り替え指示があったか否かを判定する。指示があった場合はＳ３
１７に進み、そうでない場合はＳ３２１に進む。もともと第１の画面を表示していた場合
はＳ３１６でＮＯと判定される。第２の画面を表示した状態で次のイベントのいずれかが
あった場合は、第２の画面（撮影待機画面）から第１の画面（設定画面）への画面切り替
え指示があったと判定する。操作部１０４に含まれる物理的押しボタンである設定ボタン
（ファンクボタン）の押下、タッチ操作有効であった場合のクイック設定ボタン４２３か
らのタッチアップ。これは、後述するＳ３２８で受け付けた操作がクイック設定ボタン４
２３からのタッチアップであった場合である。すなわち、第１の画面へは、タッチ操作有
効である場合はタッチ操作と物理ボタン押下のいずれでも遷移可能であり、タッチ操作無
効である場合にも物理ボタンの押下で遷移可能である。
【００６６】
　Ｓ３１７では、システム制御部２０１は、タッチ制限機能がオンに設定されているか否
か（タッチ制限スイッチ１０４ａがＬｏｃｋ側に位置しているか否か）を判定し、オンの
場合はＳ３１８に進み、オンでない場合はＳ３２１に進む。
【００６７】
　Ｓ３１８では、システム制御部２０１は、タッチパネル設定がオンに設定されているか
否かを判定し、オンの場合はＳ３１９に進み、オンでない場合はＳ３２１に進む。タッチ
パネル設定は、Ｓ３０４で説明したものと同様である。
【００６８】
　Ｓ３１９では、システム制御部２０１は、タッチ操作を有効に変更する。これはＳ３０
８で説明した処理と同様であり、システムメモリ２１２または不揮発性メモリ２１３に、
タッチ操作を有効とした旨の設定情報を保持する。すなわち、第１の画面に切り替えられ
たことに応じて、タッチ制限機能がオンであってもタッチパネル設定がオンならばタッチ
操作を有効に変更する。また、第１の画面の機能ボタン４０１～４１０を、タッチ操作を
受け付けることを示す表示形態で表示する。さらに、タッチ制限機能がオンであるために
タッチ操作が無効となっていることを示すアイコンやメッセージを表示していた場合は、
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これらを非表示とする。
【００６９】
　このように、第２の画面から第１の画面に切り替えられた場合には、タッチ制限機能が
オンであっても第１の画面へのタッチ操作を受け付けるが、第１の画面から第２の画面に
切り替えられた場合には、タッチ制限機能がオンならばタッチ操作を受け付けないように
制御される。
【００７０】
　Ｓ３２１では、システム制御部２０１は、表示部１０１に対してタッチパネルを１０４
ｂに対するタッチ操作があったか否かを判定し、タッチ操作があった場合はＳ３２２に進
み、そうでない場合はＳ３３０に進む。
【００７１】
　Ｓ３２２では、システム制御部２０１は、表示部１０１に第１の画面を表示しているか
否かを判定し、表示している場合はＳ３２３に進み、表示していない場合、つまり第２の
画面を表示している場合はＳ３２６に進む。
【００７２】
　Ｓ３２３では、システム制御部２０１は、タッチパネル設定がオンに設定されているか
否かを判定し、オンの場合はＳ３２４に進み、オンでない場合はＳ３２５に進む。タッチ
パネル設定は、Ｓ３０４で説明したものと同様である。
【００７３】
　Ｓ３２４では、システム制御部２０１は、第１の画面でタッチ操作を受け付け、タッチ
操作に応じた処理を実行する。例えば、機能ボタン４０１～４１０へのタッチダウンがあ
った場合、タッチされた機能ボタンを他の機能ボタンと識別可能に表示形態を変更する。
そして、機能ボタン４０１～４１０のいずれかからのタッチアップを検出すると、タッチ
アップ位置の機能ボタンが示す設定項目を設定変更する項目として選択する。選択された
設定項目の設定値の選択肢として表示された機能ボタンに対するタッチ操作によって、撮
影設定を変更することができる。例えば、ＡＦ方式の設定項目の選択肢４０１ａ～４０１
ｃのいずれかからのタッチアップがあると、タッチアップがあった位置の選択肢の機能ボ
タンが示すＡＦ方式に設定を変更する。
【００７４】
　Ｓ３２５では、システム制御部２０１は、タッチ操作を受け付けない。すなわち、Ｓ３
２１でタッチ操作を検出しても、検出したタッチ操作に応じた機能は実行しない。例えば
第１の画面で機能ボタン４０１～４１０のいずれかに対するタッチダウンを検出しても、
機能ボタンがタッチダウンされたことを示す識別表示を行わない。また、機能ボタン４０
１～４１０のいずれかからのタッチアップを検出しても、タッチアップ位置の機能ボタン
の機能は実行しない。なお、タッチ操作を受け付けないことをユーザに識別させるために
、Ｓ３２１でタッチ操作を検出した場合に、Ｓ３２５で、警告音（ブザー音）を発音した
り、無効となっていること（制限されていること）を示すアイコンを表示しても良い。す
なわち、タッチ操作に応じて警告等を行う場合はあってもよいが、少なくとも後述するＳ
３２８で実行可能な機能の少なくとも一部の特定の機能はタッチ操作に応じては実行しな
い。ただし、タッチパネル１０４ｂ以外の操作部１０４への操作によっては実行できても
よい。
【００７５】
　なお、上述の無効となっていることを示すアイコンの表示と共に、あるいは代わりに、
無効となっていること（制限されていること）を示す警告メッセージを表示しても良い。
無効となっている旨の表示（アイコン、警告等）の要因となったタッチ操作に応じては、
オートパワーオフのタイマーを延長しないものとする。すなわち、無効となっている旨の
表示の要因となったタッチ操作があっても、無操作が継続しているものとみなす。これは
、無効となっている旨の表示の要因となったタッチ操作は、デジタルカメラ１００を保持
する手による誤タッチや、ストラップでぶら下げた際の腹部による誤タッチ等である可能
性があるためである。なお、オートパワーオフが行われるまでの残り時間が所定時間以内
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である場合にタッチ操作があった場合、無効となっている（制限されている）旨の表示行
った上で、その表示をユーザが確認できる程度の所定期間（例えば６秒）、オートパワー
オフ実行までの時間を延長しても良い。さらに、一度オートパワーオフ時間を所定期間延
長したら、その後パワーオフするまではタッチ操作があっても更なる延長はしないように
すると良い。このようにすることで、無効となっている旨の表示をユーザに確実に確認さ
せつつも、誤タッチによっていつまでもオートパワーオフしない状態になってしまうこと
を防止できる。
【００７６】
　Ｓ３２６では、システム制御部２０１は、タッチパネル設定がオンに設定されているか
否か（タッチ制限スイッチ１０４ａがＬｏｃｋ側に位置しているか否か）を判定し、オン
の場合はＳ３２７に進み、オンでない場合はＳ３２５に進む。タッチパネル設定は、Ｓ３
０４で説明したものと同様である。
【００７７】
　Ｓ３２７では、システム制御部２０１は、システムメモリ２１２または不揮発性メモリ
２１３に保持した設定情報（Ｓ３０５、Ｓ３０８、Ｓ３１５、Ｓ３１９で変更したもの）
を参照し、タッチ操作が有効になっているか否かを判定する。有効の場合はＳ３２５に進
み、有効でない場合（無効の場合）はＳ３２８に進む。タッチ制限機能がオンとなってタ
ッチ操作が無効となっている場合は、Ｓ３２５で第２の画面でタッチ操作を受け付けない
。すなわち、Ｓ３２１でタッチ操作を検出しても、検出したタッチ操作に応じた機能は実
行しない。例えば第２の画面で機能ボタン４２３～４２７の画面で機能ボタン４０１～４
１０のいずれかに対するタッチダウンを検出しても、機能ボタンがタッチダウンされたこ
とを示す識別表示を行わない。また、機能ボタン４２３～４２７のいずれかからのタッチ
アップを検出しても、タッチアップ位置の機能ボタンの機能は実行しない。なお、タッチ
操作を受け付けないことをユーザに識別させるために、Ｓ３２１でタッチ操作を検出した
場合に、Ｓ３２５で、警告音（ブザー音）を発音したり、無効となっていることを示すア
イコンを表示しても良い。特に、クイック設定ボタン４２３に対するタッチ操作があった
場合にも、タッチ操作を無視して第１の画面（設定画面）には遷移しない。これによって
、不用意なタッチ操作によって第１の画面（設定画面）に遷移して各種の撮影設定が変更
されてしまうことを防止することができる。また、第２の画面で機能ボタン４２３～４２
７以外の位置に対するタッチダウンを検出しても、ＡＦエリアの変更やピント合わせ、撮
影処理は行われない。従って不用意なタッチ操作によってＡＦエリアやピント位置が変わ
ってしまうこと、無駄な撮影が行われてしまうことを防止することができる。
【００７８】
　Ｓ３２８では、システム制御部２０１は、第２の画面でタッチ操作を受け付ける。これ
により、本実施形態のデジタルカメラ１００では、例えば、図４（ｂ）の撮影待機画面に
おける機能ボタン４２３～４２６やそれ以外の画面に対するタッチ操作を受け付け、設定
画面（図４（ａ））への切り替え、露出変更、ＩＳＯ感度変更、ライブビュー画像の拡大
、タッチシャッター機能の設定、ＡＦエリアの変更等を行うことができる。
【００７９】
　Ｓ３３０では、システム制御部２０１は、操作部１０４のうちタッチパネル１０４ｂ以
外に対する操作があったか否かを判定する。操作があったと判定した場合はＳ３３１に進
み、そうでない場合はＳ３３２に進む。
【００８０】
　Ｓ３３１では、システム制御部２０１は、Ｓ３３０で行われた操作に応じた処理を実行
する。例えば、第２の画面において操作部１０４に含まれる物理的押しボタンである設定
ボタン（ファンクボタン）の押下があったと判定した場合に、第１の画面に表示を遷移さ
せる。なお、この場合はさらにＳ３１６でＹＥＳと判定されＳ３１７に進む。操作部１０
４のうちタッチパネル１０４ｂ以外に対する操作は、タッチ制限機能のオン／オフ、タッ
チパネル設定のオン／オフ、タッチ操作の有効／無効に関わらず受け付ける。従って、第
２の画面においてタッチ操作が無効になっている場合でもタッチ操作以外の操作によって
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、設定画面（図４（ａ））への切り替え、露出変更、ＩＳＯ感度変更、ライブビュー画像
の拡大、タッチシャッター機能の設定、ＡＦエリアの変更等を行うことができる。
【００８１】
　Ｓ３３２では、システム制御部２０１は、終了イベントがあったか否かを判定する。終
了イベントには、電源オフ、再生モード等の他の動作モードへの移行などがある。終了イ
ベントがない場合はＳ３０１に戻って処理を繰り返し、終了イベントがあった場合は図３
の処理を終了する。
【００８２】
　このように、第１の画面の表示中は、タッチ制限機能のオン／オフにかかわらず、どの
画面でも適用されるタッチパネル設定に応じて第１の画面へのタッチ操作を有効または無
効にする。一方、第２の画面の表示中は、タッチパネル設定がオンの場合でもかつタッチ
制限機能がオフの場合以外はタッチ操作を受け付けないように制御される。
【００８３】
　以上のように、本実施形態によれば、表示している画面に関わらず適用される設定（タ
ッチパネル設定）によってタッチ操作が有効とされている場合に、タッチ制限機能がオン
に設定されていても第１の画面ではタッチ操作を受け付けるが、第２の画面ではタッチ操
作を受け付けない。このように動作することで、撮影待機時の画面のように、不用意に画
面に触れて意図しない動作が実行されるのを防止したい場合にはタッチ操作を無効にし、
設定画面のように、タッチ操作を積極的に使いたい場合にはタッチ操作を有効にしたいと
きに、ユーザはカメラ全体のタッチ操作の設定変更を行くことなく、タッチ操作の有効・
無効の切り替えを素早く簡単に行うことができる。
【００８４】
　［実施形態２］次に、本実施形態のタッチ制御モードにおいて、表示部１０１の位置に
よるタッチ操作に応じた動作について説明する。
【００８５】
　図５（ａ）～（ｃ）は、本実施形態のデジタルカメラ１００の表示部１０１の位置が「
反転閉位置」、「開位置」および「反転開位置」にある場合のカメラの本体部と表示部１
０１の位置関係を示している。図５（ａ）の「反転閉位置」は、表示部１０１の表示面が
本体部における撮影レンズ２０３側とは反対方向に向くように表示部１０１を水平軸ｘま
わりに回転させ、かつ表示部１０１の外形が本体部の外形内に折り畳まれて表示部１０１
の裏面が本体部の撮影レンズとは反対側の背面と対面するように鉛直軸ｙまわりに回転さ
せた状態である。図５（ａ）の「反転閉位置」は、撮影者が被写体を撮影する通常の撮影
状態で使用される。図５（ｂ）の「開位置」は、図５（ａ）の「反転閉位置」から、表示
部１０１が本体部の外側に位置するように表示部１０１を図中の鉛直軸ｙまわりに回転さ
せ、表示部１０１の表示面が本体部における撮影レンズ２０３側に向くように表示部１０
１を図中の水平軸ｘまわりに回転させた状態である。図５（ｂ）の「開位置」は、例えば
、被写体に構図を見せたい場合や、撮影者が自身を撮影する自分撮り状態で使用される。
図５（ｃ）の「反転開位置」は、図５（ｂ）の「開位置」から、表示部１０１の表示面が
本体部における撮影レンズ２０３側とは反対方向に向くように表示部１０１を水平軸ｘま
わりに回転させた状態である。図５（ｃ）の「反転開位置」は、例えば、カメラを撮影者
の頭上や足元に位置させ、表示部１０１を見やすい角度に回転させて撮影する状態で使用
される。なお、図示していないが、表示部１０１の位置を「閉位置」にすることもできる
。「閉位置」は、表示部１０１の表示面が本体部と対向するように閉じられた収納状態で
あり、表示面をデジタルカメラ１００の背面から視認することができない位置である。
【００８６】
　図６に、タッチ制御モードにおける表示部の位置に応じたタッチ制限処理のフローチャ
ートを示す。この処理は不揮発性メモリ２１３に格納されたプログラムをシステムメモリ
２１２に展開してシステム制御部２０１が実行することにより実現される。
【００８７】
　Ｓ６０１では、システム制御部２０１は、タッチパネル設定がオンに設定されているか
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否かを判定し、オンの場合はＳ６０２に進み、オンでない場合はＳ６０７に進む。タッチ
パネル設定は、図３のＳ３０４で説明したものと同様である。
【００８８】
　Ｓ６０２では、システム制御部２０１は、タッチ制限機能がオンに設定されているか否
かを判定し、オンの場合はＳ６０４に進み、オンでない場合はＳ６０３に進む。
【００８９】
　Ｓ６０３では、システム制御部２０１は、タッチ制限機能がオフの場合、または、タッ
チ制限機能がオンであっても、表示部１０１が開位置または反転開位置にあるとき、若し
くは表示部１０１が反転閉位置であっても第１の画面表示中はタッチ操作を有効に変更す
る。
【００９０】
　Ｓ６０４では、システム制御部２０１は、バリアングル検出部２１９による検出結果に
基づいて、表示部１０１が開位置であるか否かを判定し、開位置である場合はＳ６０３に
進み、開位置でない場合はＳ６０５に進む。
【００９１】
　Ｓ６０５では、システム制御部２０１は、バリアングル検出部２１９による検出結果に
基づき、表示部１０１が反転開位置であるか否かを判定し、反転開位置である場合はＳ６
０３に進み、反転開位置でない場合、つまり反転閉位置である場合はＳ６０６に進む。
【００９２】
　Ｓ６０６では、システム制御部２０１は、第２の画面が表示されているか否かを判定し
、表示されている場合はＳ６０７に進み、表示されてない場合、つまり第１の画面が表示
されている場合はＳ６０３に進む。
【００９３】
　Ｓ６０７では、システム制御部２０１は、タッチパネル設定がオフの場合、または、タ
ッチ制限機能がオンであり、表示部１０１が反転閉位置にあり、第２の画面表示中はタッ
チ操作を無効に変更する。
【００９４】
　本実施形態によれば、表示している画面に関わらず適用される設定（タッチパネル設定
）によってタッチ操作が有効と設定されている場合であっても、タッチ制限機能がオンに
設定されている場合は、表示部１０１が開位置または反転開位置にあるとき、あるいは表
示部１０１が反転閉位置であっても第１の画面表示中はタッチ操作を受け付け、表示部１
０１が反転閉位置にあり、かつ第２の画面表示中はタッチ操作を受け付けない。このよう
に動作することで、表示部１０１が開位置や反転開位置にあるときには画面の操作がしに
くくなり、不用意にタッチパネルに触れることが少ないのでタッチ操作を有効にする。反
対に、表示部１０１が反転閉位置にあるときには、不用意にタッチパネルに触れて意図し
ない動作が実行されるのを防止するためタッチ操作を無効する。このように、ユーザはカ
メラ全体のタッチ操作の設定変更を行くことなく、タッチ操作の有効・無効の切り替えを
素早く簡単に行うことができる。
【００９５】
　なお、実施形態２は、要はタッチ制限機能がオンとなってタッチ操作を無効とする条件
に、バリアングルの表示部１０１が反転閉位置となることを加えたものであって、実施形
態１と組み合わせて実施することが可能である。すなわち、図３のＳ３０５、Ｓ３１５で
タッチ操作を無効に変更する直前に、表示部１０１の位置を判定し、反転閉位置の場合に
Ｓ３０５，Ｓ３１５でタッチ操作を無効に変更し、その他の位置の場合は無効に変更しな
い（有効としたまま）とすればよい。
【００９６】
　なお、上述の実施形態１、２では、第１の画面を設定画面、第２の画面を撮影待機画面
としたが、これはこの例に限らず、以下の画面でも良い。例えば、第１の画面は、画像の
再生を行う再生画面や、複数のメニュー項目のいずれかを選択するメニュー画面でもよい
。また、第２の画面からタッチ操作に応じて遷移可能な画面であれば第１の画面は他の画
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の画面でもよい。撮影待機画面に関わらず。電源投入直後に表示される画面を上述の第２
の画面として扱えば、電源投入しただけの状態からの不用意なタッチ操作による誤動作を
防止することができる。また、撮影待機画面も、ライブビュー表示を行っている画面に限
らず、撮影設定の一覧を表示している画面や、光学ビューファインダーや接眼ファインダ
ーの使用中で表示部１０１には表示をしていない場合であってもよい。これらの場合も、
タッチ制限機能がオフである場合にタッチパネル１０４ｂへのタッチ操作が可能であれば
、タッチ制限機能によって不用意なタッチによる誤動作を防止することができる。また、
撮影準備指示（ＳＷ１）、撮影指示（ＳＷ２）の後に表示される画面や、無操作のままの
所定時間の経過後に自動的に表示される画面も上述の第２の画面として扱うことができる
。撮影準備指示後、撮影後、所定時間無操作後に表示される画面は、ユーザによるある程
度の作業が終わった場合に表示される画面であるので、この画面を表示させたまま、ユー
ザがデジタルカメラ１００を持ち運ぶ可能性が高い。このような画面を上述の各実施形態
の第２の画面として扱い、タッチ制限機能をオンとしておくことで、持ち運び時の不用意
なタッチによる誤動作を防止することができる。持ち運び時の不用意なタッチとは、例え
ば、デジタルカメラ１００を保持する手による誤タッチや、ストラップで首からぶら下げ
た際の腹部による誤タッチなどがある。また、タッチ操作が有効である場合に、タッチ操
作によって第１の画面に遷移する指示を行える画面であれば、第２の画面として扱うこと
ができる。第１の画面へ遷移すると、設定変更等の、誤って行われると不都合のある操作
が可能となるが、第１の画面への遷移指示をタッチ操作で行うことのできる第２の画面で
タッチ制限機能をオンとしておけば、不用意なタッチ操作によってそもそも第１の画面に
遷移することを防止することができる。従って不用意なタッチ操作によって第１の画面で
不都合のある操作が行われることを防止することができる。
【００９７】
　なお、システム制御部２０１の制御は１つのハードウェアが行ってもよいし、複数のハ
ードウェアが処理を分担することで、装置全体の制御を行ってもよい。
【００９８】
　また、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発
明に含まれる。
【００９９】
　また、上述した実施形態においては、本発明の電子機器をデジタルカメラ等の撮像装置
に適用した場合を例に説明したが、本発明はこの例に限定されず、タッチパネルを有する
装置であれば適用可能である。すなわち、本発明はパーソナルコンピュータやその一種で
あるタブレット、携帯電話端末やその一種であるスマートフォン、ＰＤＡ、携帯型の画像
ビューワ、ディスプレイを備えるプリンタ装置、デジタルフォトフレーム、音楽プレーヤ
ー、ゲーム機、電子ブックリーダー、医療機器、等に適用可能である。
【０１００】
　［他の実施形態］
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【０１０１】
１００…デジタルカメラ、１０１…表示部、１０４…操作部、１０４ａ…タッチ制限スイ
ッチ、２０１…システム制御部、２１９…バリアングル検出部
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